
監査・保証実務委員会研究報告「公認会計士等が行う保証業務等に関する 

研究報告」（公開草案）の公表について 

 

常務理事 森 公高 

 

 公認会計士又は監査法人（以下「公認会計士等」という。）が行う保証業務については、昨今、社会か

らの要請により財務諸表監査以外にも公認会計士等が様々な保証業務に関与するケースが増加してきて

おり、今後もその領域が拡大していくものと思われます。 

 日本公認会計士協会では、財務諸表監査以外の保証業務については、その扱いが必ずしも明確ではない

部分もあるため、平成16年７月６日付けで保証業務フレームワーク検討プロジェクト・チーム報告書「公

認会計士が行う保証業務に関するフレームワーク（試案）」を公表し、その後も、企業会計審議会から公

表された「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」（平成16年11月29日）を踏まえて、

平成17年７月８日付けで監査・保証実務委員会報告「財務諸表監査以外の保証業務等に関する実務指針」

（公開草案）を公表いたしました。しかし、上記公開草案は、企業会計審議会における四半期開示制度や

内部統制報告制度の導入に向けた審議が進められていた時期であることに鑑み、確定版の公表を見合わせ

ておりました。 

 その後、平成19年２月「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制

の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」、同年３月「四半期レビュー基準の設定に関

する意見書」が企業会計審議会から公表され、公認会計士等に係る保証業務の議論が収束したことから、

前述の公開草案の見直しに着手し、公認会計士等が行う「保証業務」や「合意された手続」について、最

新の基準等をはじめ実務の動向を踏まえ、その受嘱、実施手続、結果の報告及び留意事項を検討してまい

りました。 

 このたび、一応の結論が得られましたので、日本公認会計士協会では、改めて、公認会計士等が行う保

証業務等の理解の一助となるとともに、会員の実務の参考に資することを目的に、「公認会計士等が行う

保証業務等に関する研究報告」として草案を公表し、広く意見を求めることといたしました。 

 本公開草案についてご意見がございましたら、平成20年９月８日（月）までに、下記に、電子メール又

はＦＡＸにより文書をお寄せください（できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたしま

す。）。お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含め

て公開する場合があることを、予めご了承ください。 

 

記 

 

担当事務局： 日本公認会計士協会 業務本部 

 企業会計・監査・保証グループ 

 電子メール： kigyokaikei@jicpa.or.jp 

 Ｆ Ａ Ｘ： 03-5226-3355 

 問 合 せ 先： 03-3515-1128 

以  上  


